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金武中城港及びその周辺海域における台風・津波等の自然災害による被害の未然防

止及び拡大防止を図るため、本実施要領を策定する。 
 
１ 台風対策 
２ 津波対策 
３ 急速に発達する低気圧等（台風を除く）への対策 
４ 南海トラフ地震臨時情報への対応 
５ 船舶及び事業者への周知方法 
６ その他  
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１ 台風対策 
 

港則法第３９条第４項に基づき、港長が行う勧告の発出・解除の基準及び実施事項等

は、次表のとおりとする。 
 
区分 発出時期 船舶の措置 

第一体制 
（警戒勧告） 

風速２５m/s 以上

の暴風圏が４８時間

以内に金武中城港に

到達すると予想され

る場合 

① 船舶は、台風の動きに留意し、乗組員の待

機、機関の準備等、避難できる態勢を整え

ること。 
② 荷役作業は、直ちに中止できる態勢を整え

ること。 
③ 小型船舶は、気象状況に応じ、港内の船溜

り等の安全な場所に避難すること。 
④ 港内工事作業従事者等は、資機材の流出防

止措置等を行い、厳重な警戒体制をとるこ

と。 
第二体制 

（避難勧告） 
風速２５m/s 以上

の暴風圏が２４時間

以内に金武中城港に

到達すると予想され

る場合 

① 避難の対象船舶は速やかに離岸（離桟）し、

避難すること。 
② 荷役作業を中止し、安全な場所に避難する

とともに荒天準備を完了させること。 
③ 重要施設の周辺海域「半径２海里」を錨泊

制限海域とするので錨泊しないこと。（別

紙１参照） 
体制の解除 金武中城港が台風

の影響圏外となり、次

第に平穏になるもの

と予想される場合 

船舶は、港長による体制の解除がなされたこと

を確認後、港外退避等の措置を復旧し、入港す

ることができる。なお、入港に際しては、海上

漂流物の有無及び航路、係留施設、荷役設備等

の異常の有無を事前に確認しておくこと。 
（注） 

1) 避難の対象船舶は、総トン数５００トン以上の船舶とする。ただし、港内において工事・作業

に従事している船舶のうち自力航行が出来ない台船等を除くものとする。 

  なお、自力航行が出来ない台船等について、岸壁等で避泊する場合は、原則として有人監視と

し、係留強化等必要な措置を講じること。また、自力航行が出来ない台船等を港内に錨泊避泊さ

せる場合は、走錨海難を防止する観点から当直員（錨泊監視等）を配置のうえ、直ちに移動等が

可能な体制を構築しておくこと。 

2) 第二体制（避難勧告）発出時において、船舶の措置が講じられていない場合、船長判断の合理

性、係留施設の管理者の意向について確認のうえ、必要に応じて当該船舶に対して、個別に追加

的な勧告を行うことがある。また、追加的な勧告を行った場合において、船舶側の対応が確実に

実施されない懸念がある場合には、港則法第３９条第３項に基づき、移動等の命令を行うことが

ある。 



3) 走錨海難を防止するため、船舶は、国際 VHF（ｃｈ１６）を常時聴取する等、海上保安庁との

連絡手段を確保するとともに、当直員（錨泊監視等）の配置及び AIS※1搭載船舶は AIS を常時作

動させておくこと。また、直ちに機関を使用できるよう準備を整えておくこと。 

4） 重要施設とは、走錨により甚大な被害が想定される、沖縄石油基地株式会社及び沖縄ターミナ

ル株式会社のシーバース並びに沖縄電力株式会社吉の浦火力発電所の桟橋をいう。 

5） 錨泊制限海域での錨泊について、港長が錨地又は停泊場所として指定した場合はこの限りとし

ない。 

6） 海上保安庁は、必要に応じて無線等による注意喚起・勧告を行う。 

 

  ※１ AIS（Automatic Identification System：船舶自動識別装置） 
船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送受信するシステム 

 

 

２ 津波対策 
 

地震等の自然災害の発生に伴い、「（大）津波警報」又は「津波注意報」（以下「津波警

報等」という。）が気象庁（台）から発表された場合、金武中城港長は次表の区分による

体制を執るべきことを勧告するものとするが、時間的に余裕がないことも考えられるこ

とから、船舶は地震の発生等があった際は、気象情報に留意し、情報入手に努めるとと

もに津波警報等が発表された際には、港長からの体制等の勧告発出はなされたものとし

て、 速やかに「津波に対する船舶対応要領一覧表（別紙２）」に定める船舶の用途、大

きさに応じた所要の措置内容を参考に対応すること。 
当該措置に際して、船舶は、人命の安全を第一に考え、安全サイドに立った措置を行

うものとし、必ずしも「津波に対する船舶対応要領一覧表（別紙２）」の措置内容に従う

必要はなく、津波到達までに時間的余裕がある場合は、港外退避等を優先するものとし、

また、津波到達までに時間的余裕がない場合は、次表の規定に関わらず、乗組員・乗客・

作業員を安全な場所に避難させることを念頭に置き対応すること。 
 
区分 発出時期 船舶の措置 

津波避難体制 
 

 

気象庁（台）から沖

縄本島地方に津波注

意報または（大）津波

警報が発表された場

合 

船舶は、津波の高さ及び時間的余裕並びに船舶

の用途、大きさ等に応じ「津波に対する船舶対応

要領一覧表（別紙２）」に定める所要の措置を参

考に対応すること。 

体制の解除 
 

気象庁（台）から津

波注意報が解除され

た場合 

船舶は、港長による体制の解除がなされたこと

を確認後、港外退避等の措置を復旧、入港するこ

とができる。なお、入港に際しては、海上漂流物

の有無及び航路、係留施設、荷役設備等の異常の

有無を事前に確認しておくこと。 
（注） 

1) 対象船舶は、金武中城港内及び同港境界付近における全ての船舶とする。 
2) 小型船舶とは、プレジャーボート、漁船等のうち港内において陸揚げできる程度の船舶（造船所

での陸揚げは含まない。）とする。なお、小型船舶が通常陸揚げ固縛されるスロープや砂浜の傾斜地

は、津波が遡上する危険性があるので、陸揚げ場所には十分注意する。 



3) 気象庁（台）からの津波予報を入手できない状況にあっても、強い地震（震度４程度以上）を感

じた時は、一般的に震源が近距離の場合が多い。震源が近い時に津波が発生すれば、短時間で到達

することを考慮する必要がある。 
また、弱い地震であっても、長い時間ゆっくりとした揺れとして感じた時は、大きく断層が動い

た「地震津波、長周期地震」の可能性があることから、津波発生を想定していた対応をとる必要が

ある。 
4) 緊急避難に要する時間は、「避難準備に要する時間（機関用意、乗下船と荷役・作業中断の所要時

間等）」と「安全な海域までの移動時間」を考慮し、各船舶は入港の都度、両者を把握しておくこと。 
5) 津波警報等に基づき港長の発出した体制下における船舶がとるべき措置については、船長判断と

するが、避難海域等について、船舶交通の危険等のおそれがある場合、港則法第３９条第３項に基

づき、港長から移動等の命令を行うことがある。 
6) 津波は繰り返し襲ってくるので、気象庁（台）が津波警報等を解除するまで対応措置を講ずるこ

と。 
7) 気象庁（台）においては、津波警報等発表後は継続して評価が行われており、評価に応じて警報

から注意報へといった発表内容の切り替えが行われるが、その場合においても津波襲来の危険性が

なくなるものではないことから、津波注意報解除の発表が行われるまで既に執っている措置を原則

として継続すること。なお、（大）津波警報発表時は、津波注意報への発表切り替えを経て解除され

ることとなる。 
8) 船舶は、国際 VHF（ｃｈ１６）を常時聴取する等、海上保安庁との連絡手段を確保するとともに、

当直員（船橋当直・無線当直等）の配置及び AIS※1搭載船舶は AIS を常時作動させておくこと。ま

た、直ちに機関を使用できるよう準備を整えておくこと。 

9） 港長は気象庁（台）から津波警報等が発表された場合、津波の高さ及び時間的余裕並びに船舶の

用途、大きさ等に応じ「津波に対する船舶対応要領一覧表（別紙２）」に定める所要の措置を参考に

対応するよう津波避難体制を勧告するが、時間的に余裕がないことも考えられることから、気象庁

（台）から津波警報等が発表された時刻をもって勧告を発出したものとみなす。 
  
３ 急速に発達する低気圧等（台風を除く）への対策 
 

港則法第３９条第４項に基づき、港長が行う勧告の発出・解除の基準及び実施事項等

は、次表のとおりとする。 
 
区分 発出時期 船舶の措置 

第二体制 
（避難勧告） 

気象庁（台）から沖

縄東方海上に海上暴

風警報が発出された

場合 
 

① 船舶は速やかに離岸（離桟）し、避難するこ

と。 
② 荷役作業を中止し、安全な場所に避難する

とともに荒天準備を完了させること。 
③ 重要施設の周辺海域「半径２海里」を錨泊制

限海域とするので錨泊をしないこと。（別紙

１参照） 
体制の解除 気象庁（台）から沖

縄東方海上に発表さ

れていた海上暴風警

報が解除された場合 

船舶は、港長による体制の解除がなされたこと

を確認後、港外退避等の措置を復旧し、入港する

ことができる。なお、入港に際しては、海上漂流

物の有無及び航路、係留施設、荷役設備等の異常

の有無を事前に確認しておくこと。 



（注） 
1）第一体制（警戒勧告）については、気象庁（台）が発表する海上暴風警報以下の基準（海上強風警

報等）、その発表頻度等を勘案すると、現実的でないことから発出しないこととする。 
2）避難の対象船舶は、総トン数５００トン以上の船舶とする。ただし、港内において工事・作業に従

事している船舶のうち自力航行が出来ない台船等を除くものとする。 

なお、自力航行が出来ない台船等について、岸壁等で避泊する場合は、原則として有人監視とし、

係留強化等必要な措置を講じること。また、自力航行が出来ない台船等を港内に錨泊避泊させる場

合は、走錨海難を防止する観点から当直員（錨泊監視等）を配置のうえ、直ちに移動等が可能な体

制を構築しておくこと。 
3) 第二体制（避難勧告）発出時において、船舶の措置が講じられていない場合、船長判断の合理性、

係留施設の管理者の意向について確認のうえ、必要に応じて当該船舶に対して、個別に追加的な勧

告を行うことがある。また、追加的な勧告を行った場合において、船舶側の対応が確実に実施され

ない懸念がある場合には、港則法第３９条第３項に基づき、港長から移動等の命令を行うことがあ

る。 
4) 走錨海難を防止するため、船舶は、国際 VHF（ｃｈ１６）を常時聴取する等、海上保安庁との連

絡手段を確保するとともに、当直員（船橋当直・無線当直等）の配置及び AIS※1搭載船舶は AIS を

常時作動させておくこと。また、直ちに機関を使用できるよう準備を整えておくこと。 
5）重要施設とは、走錨により甚大な被害が想定される、沖縄石油基地株式会社及び沖縄ターミナル株

式会社のシーバース並びに沖縄電力株式会社吉の浦火力発電所の桟橋をいう。 
6）錨泊制限海域での錨泊について、港長が錨地又は停泊場所として指定した場合はこの限りとしな

い。 

7）海上保安庁は、必要に応じて無線等による注意喚起・勧告を行う。 

 
 
４ 南海トラフ地震臨時情報への対応 

 
これまでの港内における船舶津波対策（以下「港内津波対策」という。）は、地震の発

生に伴い、「津波警報等」が発表されたことを契機として、港内在泊船舶の大きさ、種類

等に応じて、港外避難等の避難行動を取ることを原則としていた。 
ただし、「東海地震」については、地震予知等が可能であるとの前提の下、その影響を

受けることが予想される地域にあっては、地震が発生していない状況においても、東海

地震に関連する各情報に応じて、津波警報等が発表されることを想定し、港外避難等の

避難行動を取ることとしていた。  
このような中、「東海地震」を含む「南海トラフ地震」への対応については、令和元年

５月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」（以下「基本計画」という。）が変更さ

れ、新たな防災対策が策定されたところであり、南海トラフ想定震源域またはその周辺

で速度的に解析されたモーメントマグニチュード（以下「Ｍ」という。）６．８程度以上

の地震（以下「先発地震」という。）や短い時間に南海トラフ想定震源域のプレート境界

の固着状況が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべり（以下「ゆっ

くりすべり」という。）といった現象が観測された場合、それらに対する調査が行われ、

先発地震やゆっくりすべりが発生した後に発生する南海トラフ地震（以下「後発地震」と

いう。）発生の可能性が相対的に高まっていると評価された際に発表される「南海トラフ



地震臨時情報」（以下「臨時情報」という。）を契機として、地震・津波の発生を待たず、

必要な防災対策を取ることとなった（気象庁による東海地震関連情報の発表は今後行わ

れない）。  
このため、先発地震に伴い発生する津波への対応にあたっては、これまでの考え方に

基づき、必要な対応を行うことに加え、南海トラフ地震防災対策推進地域にある港にお

いては、随時発表される臨時情報に応じて複層的に対応する必要があるところ、南海ト

ラフ地震の多様な発生形態に対応した適切な港内津波対策の推進が求められている。 
沖縄県における「南海トラフ地震防災対策推進地域」は、名護市、糸満市、豊見城市、

うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、国頭郡東村、島尻郡与那原町、島尻郡渡嘉

敷村、島尻郡座間味村、島尻郡南大東村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡八重

瀬町、宮古郡多良間村となっており、金武中城港の港域内に所在するうるま市、南城市、

島尻郡与那原町が「南海トラフ地震防災対策推進地域」となっていることから、気象庁か

ら「臨時情報」が発表された場合については、港長から次表の区分により情報伝達、注意

喚起あるいは勧告等を発出するものとする。 
 

区分及び発出時期 船舶の措置 
【情報伝達】 
「南海トラフ臨時情報（調査中）」 

又は 
「南海トラフ臨時情報（調査終了）」 

在港船舶は、南海トラフ地震情報に係

る気象庁の発表に留意すること。 

【注意喚起】 
「南海トラフ臨時情報 
（巨大地震注意）」 
が発表された時（発表期間 1 週間） 

在泊船舶は、南海トラフ地震情報に係

る情報の入手に努めること。 
連絡系統、避難方法、避難海域の確認を

行っておくこと。 
【勧告】 
「南海トラフ臨時情報 
（巨大地震警戒）」 
が発表された時（発表期間 1 週間） 

在泊船舶は、避難準備を行い、直ちに出

港できる体制を整えるとともに南海トラ

フ地震情報に係る情報の入手に努めるこ

と。 
また、以下の内容についてあらかじめ

確認しておくこと。 
・避難に必要な支援体制の確保 
・岸壁管理者の対応 
・荷主等の対応 
・避難方法、避難海域 
なお、避難に必要な支援体制を受けら

れない等の状況が予想される場合にあっ

ては、自主的に安全な海域に避難してお

くこと。 
 



（１） 先発地震が発生し、またはゆっくりすべりを観測した際は、気象庁から南海トラフ地震と

の関連性について調査を開始する旨の「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表される。  
（２）（１）の情報が発表された後、発生した現象について評価を行うため、有識者からなる「南

海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」が開催され、その評価結果を受け、気象庁から「南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」（以下「巨大地震警戒」という。）（※２）や「南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」（以下「巨大地震注意」という。）（※３）が発表され

る。  
なお、巨大地震警戒又は巨大地震注意のいずれの発表条件を満たさなかった場合は、気象庁

から「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が発表される。  
 ※２ 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてＭ８．０以上の地震が発生した

場合に発表  
 ※３ 後発地震が発生しないまま巨大地震警戒が解除された場合、南海トラフの想定震源

域内のプレート境界においてＭ７．０以上、Ｍ８．０未満の地震が発生した場合、同

プレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０キロメートル程度までの範囲でＭ

７．０以上の地震が発生した場合あるいはゆっくりすべりが観測された場合に発表  
（３）（２）の巨大地震警戒又は巨大地震注意の発表後、地震活動や地殻変動の状況について、適

宜気象庁から「南海トラフ地震関連解説情報」が発表される。  
ただし、後発地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合でも南海トラフ地

震が発生しないこともあることに留意が必要。  
（４）（２）の巨大地震警戒又は巨大地震注意について、発表期間は 1 週間である。発表期間中に

気象庁（台）から「南海トラフ地震臨時情報」に関する継続情報又は政府からの関連情報が

発表された場合、港長は、同発表内容を電子メール等により周知することとする。 
なお、気象庁（台）から「南海トラフ地震臨時情報」に関連して継続情報が発表されない

場合にあっては、港長からの注意喚起等は１週間の経過をもって自動的に失効するものと

する。その場合においても、船舶は引き続き関連情報の入手に努めること。 

 
 

５ 船舶及び事業者への周知方法 
 
（１）中城海上保安部は、体制等の発出及び解除を電子メール等により周知する。 
（２）金武中城港沿岸に事務所を構える漁業協同組合は、原則として、体制等の発出・

解除（津波警報等にあっては、気象庁（台）からの発表）を所属漁船に周知する

こと。 
（３）海上保安庁は、AIS※1搭載船に対し、避難勧告等が発出（解除）された旨のメッセ

ージを送信する。 
（４）海上保安庁が運用する「海の安全情報」※４に、避難勧告等が発出（解除）され

た旨の内容を掲載する。 
 

※４ 海の安全情報（沿岸域情報提供システム） 
海上保安庁が、気象海象の現況、緊急情報等を、船舶の運航者等に対し、インター



ネットなどを通じてリアルタイムに提供するシステム 
 

６ その他 
 

係留施設の管理者は、港長から体制の解除が発表された後、海上流出物の有無及び船

舶の着岸、係留に関する支障の有無を確認し、支障があると認められた場合は、直ちに関

係官庁、関係船舶等に連絡すること。 
 

平成２２年７月 ８日 改正（港則法改正に伴う改正） 
平成２４年６月２６日 一部改正 
平成２７年７月１５日 一部改正 
平成２８年７月２２日 一部改正 
令和 元年５月３０日 一部改正 
令和 ３年７月１３日 一部改正 
令和 ４年７月 １日 一部改正 
令和 ７年２月２０日 一部改正 



金武中城港沖縄石油基地シーバース灯（北緯２６度２３分２１秒 東経１２７度５８分２７
秒）及び金武中城港沖縄ターミナルシーバース灯（北緯２６度２２分３９秒 東経１２７度５
７分５４秒）を中心とする半径２海里の円内海面

別紙１

金武湾

沖縄ターミナルシーバース灯

沖縄石油基地シーバース灯

金武中城港吉の浦火力発電シーバース灯（北緯２６度１５分４８秒 東経１２７度４９分０４
秒）を中心とする半径２海里の円内海面

錨泊制限海域

金武中城港吉の浦火力発電シーバース灯

中城湾



別紙２

小型船

危険物積載船舶
一般船舶

（作業船を含む）
小型船

（プレジャーボート、小型漁船等）
大型船、中型船
（漁船を含む）

小型船
(プレジャーボート、小型漁船等）

工事・作業船等
（作業台船及び起重機船を含む）

1m
(0.2m<予想高さ≦

1m)
―

荷役・作業中止
係留避泊又は港外退避

荷役・作業中止
係留避泊又は港外退避

陸揚げ固縛
又は

係留強化の後
陸上避難

（場合によっては港外退避）

作業中止・港内避泊
（場合によっては港外退避）

港外退避
着岸のうえ陸揚げ固縛
若しくは係留強化の後

陸上避難又は港外退避

工事・作業中止
陸上避難

無し
荷役・作業中止

係留避泊
荷役・作業中止

係留避泊
陸上避難

作業中止
港内避泊

港内避泊
又は港外退避

着岸後陸上避難
又は港内避泊

工事・作業中止
港外退避又は流出防止措置

有り
荷役・作業中止

港外退避
荷役・作業中止

港外退避又は係留避泊

陸揚げ固縛又は係留強化の後
陸上避難

（場合によっては港外退避）

作業中止
港外退避

港外退避
着岸のうえ陸揚げ固縛
若しくは係留強化の後

陸上避難又は港外退避

工事・作業中止
陸上避難

無し
荷役・作業中止

係留避泊又は陸上避難
荷役・作業中止

係留避泊又は陸上避難
陸上避難

作業中止
港内避泊

港内避泊
又は港外退避

着岸後陸上避難
又は港内避泊

工事・作業中止
港外退避又は流出防止措置

有り
荷役・作業中止

港外退避
荷役・作業中止

港外退避

陸揚げ固縛又は係留強化の後
陸上避難

（場合によっては港外退避）

作業中止
港外退避 港外退避

着岸のうえ陸揚げ固縛
若しくは係留強化の後

陸上避難又は港外退避

工事・作業中止
港外退避又は流出防止措置

事業者側で予め対応マ
ニュアルを作成しておく。

小型船でも十分津波に対応でき
る海域が港外に存在し、かつ避
難する時間的余裕がある場合は
港外退避でも可。

錨地として使用されている海域
のうち、津波発生時に流速が速
くなる可能性の高い海域を予め
調査しておく。

小型船でも十分津波に対応できる
海域が港外に存在し、かつ避難する
時間的余裕がある場合は港外退避
でも可。

　　　　有り　：　大津波・津波警報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外退避、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が有る場合
　　　　無し　：　大津波・津波警報が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外退避、陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）が無い場合
　大型船　　　：　タグボート等の補助船、パイロットを必要とし、単独での出港が困難な船舶をいう。
　中型船　　　：　大型船及び小型船以外の船舶をいう。
　小型船　　　：　プレジャーボート、漁船等のうち、港内において陸揚げできる程度の船舶（造船所での陸揚げは含まない）をいう。
　陸揚げ固縛　：　プレジャーボート、漁船等の小型船を陸揚げし、津波等により海上に流出しないよう固縛する。
　陸上避難　　：　船舶での退避は高い危険が予想されるので、乗組員等は陸上の高い場所に避難する。可能な限り船舶の流出防止、危険物の安全措置を取る。

　港外退避　　：　港外の水深が深く、十分広い海域、沖合いに避難する（港外退避が間に合わない場合は港内の緊急避難海域において待機)。
　港内避泊　　：　港内の緊急避難海域で錨、機関、スラスターにより津波に対抗する。（小型船は流速の遅い水域で津波、漂流物を避航）
　係留避泊　　：　係留強化、機関の併用等により係留状態のまま津波に対抗する（陸上作業員等の緊急避難場所として乗船させることを考慮する。）

南海トラフ臨時情報
（巨大地震注意）

○南海トラフ地震情報に係る情報の入手に努めること
○連絡系統、避難方法、避難海域の確認を行っておくこと

○避難準備を行い、直ちに出港できる体制を整えること
〇南海トラフ地震情報に係る情報の入手に努めること
〇以下の内容についてあらかじめ確認しておくこと
　・避難に必要な支援体制の確保
　・岸壁管理者の対応
　・荷主等の対応
　・避難方法、避難海域
なお、避難に必要な支援体制を受けられない等の状況が予想される場合にあっては、自主的に安全な海域に避難しておくこと

備考

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報

南海トラフ臨時情報
（巨大地震警戒）

工事作業中
大型船、中型船（漁船を含む）

錨泊船、浮標係留船
（作業船を含む）

「津波警報等」に対する対応

津波来襲までの時間的余裕　

 3m
(1m<予想高さ≦3m)

10m超
(10m<予想高さ)

10m
(5m<予想高さ≦10m)

5m
(3m<予想高さ≦5m)

○南海トラフ地震情報に係る気象庁の発表に留意すること

備考

南海トラフ臨時情報（調査
中）

津波警報・注意報の種類

津波
注意報

津波警報

大津波
警報

津波に対する船舶対応要領一覧表

「南海トラフ地震臨時情報」に対する対応

津波来襲
までの

時間的余
裕

船舶の対応
港内着岸船

航行船


